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日韓における家族政策と家族主義の再編：
労働市場と性別分業の視点から

井 上 睦

はじめに

日本と韓国は、公的福祉、とりわけ家族支援をはじめとする現役世代
への福祉が脆弱であり、育児や介護などのケアを家族に依存してきた1。
こうした日韓の福祉のありようは、福祉供給を国家・市場・家族という
三者間の役割分担から捉える福祉レジーム論（Esping-Andersen 1990＝
2001）に依拠して、⽛家族中心的福祉レジーム⽜（Family-Centered
Welfare Regime）（宮本・イト・埋橋 2003）、⽛家族主義的福祉レジーム⽜

（新川 2011）と評されてきた。本稿ではこれらに準じて、さしあたり家
族主義レジームと呼ぶ。

工業化社会からポスト工業化社会へ移行するなかで、社会保障制度に
代表される福祉国家の諸制度は機能不全に陥ってきた。工業化社会で形
成された福祉国家の社会的保護のしくみが、疾病、失業、老齢といった

⽛古い社会的リスク⽜に対応してきたのに対し、女性の社会進出や雇用の
柔軟化、家族形態の変化が進むポスト工業化社会では、従来想定されて
きたリスクとは異なる⽛新しい社会的リスク⽜が顕在化してきたためで
ある。代表的なものとして、家庭内で家族＝女性が無償で担っていたケ
アの担い手が不足し、十分なケアが提供されない⽛ケアの危機⽜2 が挙げ

1 社会支出の対 GDP 比は、1990 年実績で日本 10.5％、韓国 2.6％（OECD 平均
16.4％）、2000 年で日本 14.9％、韓国 4.4％（OECD 平均 17.3％）、2010 年で日本
21.0％、韓国 7.9％（OECD 平均 20.4％）、2020 年で日本 24.9％、韓国 14.4％（OECD
平均 23.0％）である（OECD n.d.-b）。日本は 2010 年には OECD 諸国の中位と韓国
に比して高いが、世界で最も高い高齢化率であることを踏まえれば相当に低く、ま
た両国とも高齢者介護を家族に依存するレジームであると指摘される（安・林・新
川 2015：7-10）。

2 ⽛ケアの危機⽜とは、先進諸国において女性就業率の向上や高齢化の進展により
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られる。とりわけ日韓のような家族主義レジームは、他の先進諸国に比
して著しく急速な出生率の低下と少子高齢化に直面してきた（宮本
2017）。少子高齢化自体は先進国共通の現象だが、なかでも家族主義レ
ジームの出生率低下は著しく、進展もきわめて早い3。家族主義レジー
ムにおける家族＝女性にケアを依存するしくみが⽛ケアの危機⽜を深刻
化させ、家族政策の充実した他の福祉レジームをはるかに超える出生率
の急速な低下を招いてきたといえる。

こうしたなかで近年、両国で見られてきたのが、ケアサービス・ケア
費用支援の拡充や、仕事と家庭の両立支援を中心とする家族政策の展開
である。日本では 1990 年代以降、韓国では 2000 年代以降に、育児・介
護休業制度の基盤整備や保育・介護サービスの拡充、多様な働き方の導
入など幅広い施策が展開されてきた。もっとも、これらの政策群は必ず
しも統一的な名称を持たず、少子（高齢）化対策、ケア（育児・介護）
の社会化、家族政策、子育て支援、ワーク・ライフ・バランス、社会的
投資、ジェンダー平等施策など様々に呼ばれてきた。国や政権、時期に
よって力点の置き方や内容、政策の範囲も異なるが、他の先進諸国では
家族政策と呼ばれる政策群に対応すること、これまで脆弱だった家族支
援をはじめとする現役世代を対象とした社会政策であることから、本稿
では家族政策と総称する。

では、こうした日韓における家族政策の拡充は、これまで家族が無償
で担ってきたケア負担を緩和・解消し、従来の家族主義を変化させてき
たのだろうか。あるいは、その結果として、家族支援の充実した他の福
祉レジームと同水準とまではいかないにせよ、出生率の急激な低下に多
少なりとも歯止めをかけてきたのだろうか。興味深いことに、こうした
近年の政策展開にもかかわらず、両国で家族が担うケア負担は依然とし
て大きく、さらに出生率の低下は加速度的に進んできた。両国における

家庭内で女性が無償で担っていたケアが国家や市場に外部化されるようになった
結果、十分なケアが提供されないことを指す概念として使われる（三浦 2022：98）。

3 2023 年の合計特殊出生率は、日本 1.2、韓国 0.7（OECD 平均 1.5）と OECD38
カ国中 36 位と 38 位であり、スペイン、イタリアなど他の家族主義レジームも 30
位台後半と最下位レベルに位置する。（World Bank n.d.）。また高齢化社会（高齢化
率⚗％）から高齢社会（高齢化率 14％）への移行に要した期間は、日本 24 年、韓国
18 年に対し、ドイツ 40 年、イギリス 46 年、アメリカ 72 年、スウェーデン 85 年、
フランス 115 年と、他の福祉レジームに比して日韓が際立って短い（内閣府 2018）。
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家族政策の拡充が、家族によるケアを外部化、あるいは社会化できてこ
なかったとすれば、それはなぜか。

本稿の目的は、近年の日韓における家族政策を追うことで、両国の家
族主義がなぜ、いかに変化し、あるいはしなかったのか、これまで指摘
されてこなかった側面を描き出すことにある。その際、家族政策＝社会
政策を、経済政策、とくに労働市場政策と連動した政策として捉え、労
働市場という生産領域における性別分業のありようが、家族＝女性ケア
という再生産領域における性別分業にいかなる影響を与えたのかを検討
する。というのも、日韓の家族主義を象徴する家族ケアは、なによりも
まず、家庭内での女性による無償のケア労働であり、それは同時に、労
働市場における男性稼ぎ手モデル─とくにそれは国家主導型の開発主
義的経済成長とそのもとでの分配を背景としたものであるが─によっ
て支えられてきたためである。つまり、両国の家族主義が変化するとす
れば、それは単に家族から国家・市場へという福祉供給元の変化として
単独に生じるのではなく、家族ケアという福祉供給のありようを規定し
てきた（男性中心主義的な）労働市場の変化を受けたものであることが
想定される。分析を通じ、両国では家族政策の拡充こそが─従来の家
族主義とは異なる、かつ日韓それぞれ異なるかたちで─家族主義を維
持・強化してきたこと、それを解くメカニズムが労働市場の再編および
経済・労働市場政策との関係変化にあることを主張する。

本稿の構成は以下のとおりである。第一章では、福祉国家研究におけ
る日韓の位置づけを確認したうえで、近年の家族政策をめぐる先行研究
を検討し、本稿の分析の視点と方法を提示する。第二章では、1990 年代
から 2010 年代までの日韓の家族政策の特徴を経済・労働市場政策およ
び労働市場構造との関係から導出し、両国の家族主義がいかに変化し、
あるいはしなかったのかについて考察する。最後に結論および今後の課
題を提示する。

1 ．問題の所在と分析視点

（⚑）日韓の位置づけおよび家族政策をめぐる評価

福祉レジームにおける位置づけ
エスピン-アンデルセンは、福祉の供給を国家だけでなく家族や市場
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を含む総合的なありかたとして捉え、福祉レジームの三類型を提示した
（Esping-Andersen 1990=2001）。福祉国家は労働力の商品化を特徴とす
る資本主義経済で形成されることから、福祉レジーム論において最も重
要な指標とされるのは労働力の脱商品化、すなわち労働市場から離れて
も生計を立てられる度合いである。ここでは、脱商品化が最も高い社会
民主主義レジーム、最も低い自由主義レジーム、中間の保守主義レジー
ムに分類される。ただし、日本と韓国については自由主義レジームと保
守主義レジームとの混合型である評価が支配的であり、その座りの悪さ
も指摘されてきた（埋橋 1997；金 2008）。

エスピン-アンデルセンの類型論に対しては、同時に、これまで少なく
ない批判が寄せられてきた。そのひとつが、脱商品化に基づく分類が男
性労働者にのみかかわっており、女性を排除している─ジェンダー・
ブラインドである─というフェミニストからの批判である（藤間
2014）。新川（2011）は、こうしたフェミニストからの指摘をエスピン-
アンデルセンの類型論に反映させ、福祉国家の最重要要素である脱商品
化指標と、家族が家庭内でのケア責任やケア負担から解放されている程
度を示す脱家族化指標とを組み合わせた四象限で構成される類型を提示
した（図⚑）。

この四類型において日韓はともに、脱商品化の度合いも脱家族化の度
合いも低い家族主義レジームに位置づけられる。特徴として第一に、男
性稼ぎ手モデルが支配的であり性別分業に基づいた家族福祉が前提とさ
れている点、第二に、国家福祉の役割が小さく、家族関係がケアだけで
なく所得保障においても重要な役割を果たす点が挙げられる（新川
2015：4-5）。こうした評価は、公的福祉の脆弱性と家族へのケア依存度
の高さに注目するという点で、自由主義レジームと保守主義レジームの
混合型という従来の評価と一致する。

家族政策をめぐる評価
では、近年の両国の家族政策はどのように評価されてきたのか。韓国

は戦後長らく権威主義体制下にあり日本以上に社会保障が脆弱であった
が、1987 年の民主化後、とくに 1990 年代末以降には制度が近代化・体系
化され、制度的・政治経済的な共通条件を持つ日本と多くの比較研究が
なされるようになった。他方で日韓の家族政策をめぐってはその評価が
定まっているとはいいがたい。これまでの研究は、いずれも、従来脆弱
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だった家族支援が大幅に拡充され
たという前提を共有しつつ、大き
く三つの立場に分かれてきた。

第一に、家族政策の拡充がヨー
ロッパ福祉国家に比して限定的あ
るいは不十分だとして、レジーム
の基本形態がいまだ維持されてい
るとする立場である（Kwon and
Holliday 2007；Seeleib-Kaiser and
Toivonen 2011）。第二に、両国が
家族政策の拡充によって既存のレ
ジームから⽛離陸⽜し⽛スタンダー
ド化⽜したとする立場である

（Estévez-Abe and Naldini 2016；Fleckenstein and Lee 2017）。両者はい
ずれも─対立する評価とはいえ─拡充の結果としての両国の共通性
に着目する。対して、より具体的な政策比較の文脈においては、両国の
分岐や差異が指摘されてきた。すなわち、日本ではジェンダー平等施策
を含む家族政策が不十分であり、それゆえに家族主義が維持されたのに
対し、韓国ではより抜本的な家族政策が展開され、その結果として脱家
族化やジェンダー平等が（少なくとも日本よりは）進んだとする第三の
立場である。

相馬（2012）は、日本では性別分業に基づく⽛一般の子育て家庭⽜が
暗黙的に想定され、個別主義的な施策が展開されたのに対し、韓国では
家族像の見直しを通じて、未婚母、ひとり親、結婚移民者、多文化家族
といった多様な家族を含む総合的な施策が展開されたと論じる。たとえ
ば日本の政策が、保育・介護などのケアサービス拡充および仕事と家庭
との両立支援を二本柱とするのに対し、韓国ではそれに加えて、若年層
への就労支援や住宅支援、多文化家族支援にいたるまで幅広い。また、
幼児教育・保育料無償化（幼保無償化）という共通政策に限っても、日
本では 2019 年に⚓～⚕歳児に対する幼保無償化が実施されたのに対し、
韓国では 2013 年に⚐～⚕歳児に対する幼保完全無償化が実施され、さ
らに家庭での子育てにも手当が支給されるなど、時期的な早さだけでな
く支援対象のありようも幅広い4。同様に、韓国では日本より踏み込ん
だジェンダー平等施策が採られ性別分業が緩和されたとの指摘や、その
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図⚑ 福祉国家の類型



要因として韓国における市民団体や女性団体、その支持を受けた左派政
権のリーダーシップといった政治過程の違いに注目する議論もなされて
きた（相馬 2012；安・林・新川 2015；三浦 2018；落合 2021）。

他方で、これまでの議論は─その立場の違いにかかわらず─家族
政策の拡充という共通認識のもとに、従来両国に共通していた家族への
ケア依存がいかに、どの程度（国家・市場へと）外部化されたのか、つ
まり⽛脱家族化⽜されたのかを問うてきた。いずれも、家族政策の拡充
が脱家族化に結びつく─不十分であれば家族主義が維持される─と
いう理論的な前提を共有してきたといえる。たしかに日韓において家族
政策の拡充は、⽛ケアの危機⽜を回避する育児・介護の社会化として展開
されてきたし、それを通じた出生率向上が目指されてきた。しかしなが
ら日韓では、家族政策が拡充された 1990 年代から 2000 年代以降、出生
率の低下に歯止めがかかるどころか加速度的に─より踏み込んだ政策
として評価された韓国においては世界トップの早さで─進行してき
た。加えて同時期には、共働き夫婦の家事労働時間や育児・介護などの
ケア労働時間が増加してきたことも指摘されてきた（尹・安 2013；内閣
府 2018）。日韓における家族支援の拡充が、家族へのケア依存を緩和・
解消し、⽛ケアの危機⽜を回避してこなかったとすれば、それはなぜか。

（⚒）分析の視点と方法

本稿の仮説は、日韓の家族政策が経済政策・労働市場政策に規定され
たために、いずれも脱家族化を進めず、むしろ家族主義を維持・強化し
てきたというものである。これまで日韓比較研究は、福祉レジーム論を
前提に、国家・市場・家族という三者間における福祉供給の役割分担の
変化として社会政策＝家族政策を捉えることで、従来家族が担ってきた
ケアがいかに国家・市場へと外部化されたか／されなかったかを問うて
きた。これは以下二点の方法論上の課題を持つ。第一に、家族政策の拡

4 保育所の利用要件についても、韓国では 2004 年の改正幼児教育法・保育法のも
とで⽛すべての子ども⽜を対象とする普遍主義的な理念が明示され、保育の公共性
強化が謳われたのに対し、日本では 2012 年の子ども・子育て関連三法案のもと⽛保
育の必要性⽜として養育者の就労が条件となる点でより限定的とされる（相馬
2013；澤田 2016）。
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充が脱家族化を志向するという前提に立ち、家族政策の拡充が家族主義
を強化する可能性、とりわけ家族＝女性へのケア依存という家庭内の性
別分業を強化する可能性を捨象してきた。第二に、家族政策＝社会政策
を他の制度・政策から独立した／自律的なものと想定し、経済政策や労
働市場政策との関係について（補足的に言及することはあっても）正面
から検討してこなかった。結果として、脱家族化の問題を家庭内のケア
負担およびその外部化という再生産領域の問題へと矮小化し、それが労
働市場という生産領域の問題と表裏一体であることを看過してきた。以
上の問題意識を踏まえ、両国の家族政策を分析するための本稿の視点は
以下のとおりである。

第一に、日韓の家族政策を検討するうえで、その拡充が、脱家族化の
進展を必ずしも意味せず、ときにジェンダー不平等化を含む家族主義化
を招くという前提に立つ。ライトナーは、エスピン-アンデルセンの脱
家族化分析において、国家と市場が供給する家族に対する社会サービ
ス・政策のすべてが脱家族化を目指すものとして想定されていることを
批判し、家族政策が、家族以外にケアの機能を外部化する脱家族化と、
家族がケアを担えるように支援する家族主義化の二つの機能を持つこと
を指摘した（Leitner 2003）。たとえば児童手当や養育費支援、育児・介
護休業の拡充など、家族ケアを前提としてケア費用を支援する制度は、
家族をケアから解放するのではなく、家族によるケアを支援・促進する
ことで家族主義を強化する。

ここで留意したいのは、脱家族化概念が家庭内での性別分業を不問に
付しており、ジェンダー平等を捉えることができないという点である

（Saxonberg 2013；Mathieu 2016；三浦 2018）。たとえば、育児・介護休
業制度や、育児・介護のための短時間勤務といった制度の利用にジェン
ダーギャップが存在することは知られている。これらは、一見ジェン
ダーレスな制度であるものの、それゆえに既存のジェンダー不平等をそ
のまま反映し、家族＝女性へのケア依存をより高めうる。すなわち、家
庭内の性別分業の緩和や解消をともなわない限り、家族政策はジェン
ダー不平等化を進めうる。したがって、家族政策の拡充については、ラ
イトナーが指摘した脱家族化と家族主義化のほか、ジェンダー平等化／
不平等化のそれぞれを進展させる可能性を念頭に考察する必要がある

（井上 2023）。
第二に、日韓の家族政策および家族主義に影響を与える変数として、
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経済・労働市場政策および労働市場の二重構造に着目する。そもそも社
会保障制度、労働市場を軸とした雇用保障制度と社会経済制度や政治制
度は相互に深く結びついた⽛制度的補完性（institutional complemen-
tarities）⽜を持つ（伊藤 2013）。加えて日韓については、経済成長を通じ
た分配、具体的には男性フルタイム労働者に対する雇用保障によって、
公的福祉の脆弱性が機能的に代替されてきたことが指摘されてきた（宮
本 2008；Miura 2012；洪 2016；홍 2017）。つまり、日韓の家族主義を特
徴づける公的福祉の脆弱性および家族＝女性による無償ケアを可能にし
てきたのは、経済・労働市場政策を通じた分配であり、それが前提とし
てきたのは、男性稼ぎ手モデルを維持する労働市場の二重構造であった
といえる。したがって日韓の家族政策は、家族・国家・市場という三者
間における福祉供給の役割分担の変化として自律的にあるいは単独で生
じるものではありえず、その変遷は経済・労働市場政策との関係および
生産領域における性別分業との関係から分析する必要がある。

以上を踏まえ、次章では、家族政策が本格化した 1990～2010 年代の日
韓を対象に、それがどのようなものであり、またいかに家族主義に影響
を与えたのかについて、経済・労働市場政策および労働市場構造の変化
に着目しつつ、時代を追って考察する。第一に、家族政策の展開過程を
追い、そこで家族から国家・市場へ、という三者間における福祉供給の
役割分担の変化がどのように生じ（脱家族化／家族主義化）、また家族＝
女性ケアという前提（再生産領域における性別分業）がどのように変化
したかという点を検討する。その際、家族政策としてとくにケアサービ
スの拡充および両立支援・就労支援に焦点を当てる。この二つに着目す
る理由は、両国の家族主義が一義的には公的福祉の脆弱性および家庭内
の性別分業によって規定されるために、福祉拡充と女性の社会進出の二
点がその変化を捉える核となること、また事実、これらが両国の家族政
策の二本柱として推進されたことによる。

第二に、家族政策に影響を与えた変数として、経済・労働市場政策お
よび労働市場の二重構造（生産領域における性別分業）がいかに変化し、
あるいはしなかったのかを検討する。具体的には、同時期あるいはそれ
に先行する時期の経済・労働市場政策における家族政策の位置づけ、ま
た労働市場における男性稼ぎ手モデルの変化に着目する。分析を通じ、
日韓の家族政策の共通点と差異をもたらしたメカニズムを明らかにす
る。なお、すでに述べたように、家族政策が本格化した時期は、日本が
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1990 年代以降、韓国が 2000 年代と若干のずれがある。ただし、韓国で
は 1997 年のアジア通貨危機後、IMF（International Monetary Fund：国
際通貨基金）の管理下で社会保障制度改革がなされており、この時期の
経済・労働市場政策における社会政策の位置付けの変化が、後の家族政
策の展開に少なからぬ影響を与えたと推定される。それゆえ、韓国につ
いても日本同様に 1990 年代から、ただしこの時期については家族政策
を含む社会政策を対象に分析を行う。

2 ．事例検討

（⚑）日本

1990 年代から 2010 年代の日本の家族政策は、大きく三つの時期に分
けられる。第一は、少子高齢化が政治課題化し⽛介護の社会化⽜を謳う
介護保険制度が導入された 1990 年代であり、とくに 1990 年代半ば以降
の連立政権下での福祉拡充が注目された。第二は、高齢者ケアから子育
て支援へと重点が移るとともに両立支援策が本格化した 2000 年代初頭
から後半であり、小泉政権（2001～2006）下の構造改革期に重なる。第
三は、⽛女性活躍⽜など女性に焦点化した就労促進に特徴づけられる
2010 年代であり、2009 年から⚓年あまりの民主党政権期を経て第二次
安倍政権（2012～2020）期にいたる時期である。以下、各時期における
国家・市場・家族および家庭内のケア役割の変化について、その背景と
なる労働市場および経済・労働市場政策の変化を踏まえて考察し、日本
の家族政策の特徴を導出する。

家族主義的家族政策と二重構造の再編
1990 年代、前年の合計特殊出生率が戦後最低となる 1990 年の⽛1.57

ショック⽜、高齢化率 14％を超える 1994 年の⽛高齢社会⽜への突入を経
て、⽛少子高齢化社会⽜という言葉が登場した（藤崎 2013：611）。とくに
1993 年の自民党下野以降、家族政策は 1980 年代までの⽛日本型福祉社
会論⽜5 のもとでの自助努力の強調路線から、高齢者ケアを中心とした拡

5 日本では 1950 年代半ばから 1970 年代初頭にかけて社会保障の拡充が進んだが、
1980 年代には⽛日本型福祉社会論⽜のもとで経済政策の抑制、家族への自助努力・
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充路線へと転じた。代表的な施策として、1994 年の⽛新・高齢者保健福
祉推進 10 か年戦略（新ゴールドプラン）⽜および⽛今後の子育て支援の
ための施策の基本的方向について（エンゼルプラン）⽜、⽛介護の社会化⽜
として注目を集めた 1997 年の介護保険法（2000 年施行）や改正児童福
祉法、1999 年に少子化対策基本方針のもとで策定された⽛重点的に推進
すべき少子化対策の具体的実務計画について（新エンゼルプラン）⽜が挙
げられる。

この時期の家族政策の特徴は、ケアサービス拡充を中心に、家族主義
的な家族政策が拡充された点にある。新ゴールドプランおよびエンゼル
プランのもとでは、高齢者ケアサービスの基盤整備のほか、⽛緊急保育対
策等⚕か年事業（緊急保育対策）⽜として多様な保育サービスの拡充や子
育て支援のための基盤整備などが進められた。他方で、これらのサービ
スの多くは、家族＝女性によるケアを前提とし、それを支援するもので
あった。たとえば緊急保育対策では、働く女性を対象とした低年齢児保
育や延長保育は一部にとどまり、その大半は育児支援家庭訪問、地域の
子育て支援拠点、専業主婦家庭等の緊急時の一時保育などで構成された。

それゆえに、その後に見られるような両立支援策や就労支援はきわめ
て限定的であった。たとえば 1991 年に成立した育児休業法は 1995 年に
育児・介護休業法へと改正されたが、介護休業は 1999 年の改正まで努力
義務とされ、また育児休業取得時の所得保障は 25％に過ぎなかった。し
たがって、これらの制度の利用対象者は雇用保険加入者に限られ、かつ
主たる稼ぎ手が取得すると生計維持が困難になるため、非正規雇用女性
も男性稼ぎ手も事実上取得が不可能であった。他方、1997 年の⽛少子化
に関する基本的考え方について⽜では、⽛女性の就労意欲は高まっている
ものの（中略）依然、専業主婦を希望する者も少なくないこと、また、
就労する場合にも（中略）継続就業型の就業を目指す女性は多数派とは
言えない⽜という認識のもとに、女性の就業環境整備の必要性が謳われ
た（人口問題審議会 1997）。すなわち、ここで例外としての両立支援と
並んで必要とされた就労支援とは、⽛継続就業型で

ㅟ

は
ㅟ

な
ㅟ

い
ㅟ

就労⽜環境整備
であった。

自己責任を求める路線に転じた。具体的な施策として、1982 年の児童手当の所得
制限や老人医療費支給制度の廃止、ゴールドプラン（1989 年）のもとでの高齢者ケ
アの⽛施設から地域へ⽜の移行が挙げられる（広井 2012）。
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こうした家族主義的な家族政策の背景として、1980 年代以降の労働市
場の再編が指摘できる。日本における労働市場の再編は、女性の労働力
化と男性稼ぎ手モデルの維持に特徴づけられ、今日にいたるまで引き継
がれてきた（上野 2017：22）。その起点となったのが、1985 年の男女雇
用機会均等法（均等法）および労働者派遣法（派遣法）である。ここで
重要な点は、均等法、派遣法のいずれもが、女性、若者という日本型雇
用の⽛外部⽜を創出することで、男性稼ぎ手モデルを維持してきたとい
う点にある。まず、1979 年の女性差別禁止条約批准を受け、1985 年に国
内法として整備された均等法では、男性労働者向けに作られた既存の
ルールを変えないまま女性の参入が促され、男女の処遇の差が男性職・
女性職から総合職・一般職へと名称を変えて温存された（上野 2017）。
その結果、女性の社会進出の一方で男女の賃金格差はそのまま維持され、
他方で税制・年金上の専業主婦優遇政策が継続されたために女性内部で
の二極化も生じた（澤田 2016）。

他方、同年には派遣法が制定され、労働市場の柔軟化が進められた。
そもそも制定時の労働者派遣法は、派遣労働の対象を 13 業務（後に 16
業務）に限定することで、日本型雇用を保護しつつ、その外部での人材
活用を可能とするものであった。しかしバブル崩壊後の 1990 年代には
二度の改正を経て派遣労働が原則自由化され、派遣労働の新たな担い手
として女性と若者が位置づけられた。つまり、この過程で、日本型雇用
の保護の方法が─派遣労働の対象業務の限定から、派遣労働に従事す
る⽛外部⽜の創出へと─変化したといえる。1995 年に日経連（日本経
営者団体連盟）が発表した⽛新時代の日本的経営⽜では、女性、若者を
中心とする非正規雇用労働者が、新たな経済成長を担う柱として位置づ
けられた。

1990 年代の家族政策が、一方では家族＝女性による家庭内での無償ケ
アという従来の家族主義を前提としながら、他方では、男性稼ぎ手モデ
ルのもとで⽛男性化⽜して働く女性という⽛例外⽜に向けた新たな制度
の導入にとどまった理由はこの点に求められる。その基盤は（家族のケ
ア負担を軽減するという点でごく限定的に脱家族化の要素を含んでいた
とはいえ）家族＝女性が家庭内でケアに従事できるよう支援する施策で
あり、領域横断的な性別分業のもとで家族主義とジェンダー不平等を維
持するものであったといえる。

北研 61 (2・42) 174

論 説

北研 61 (2・43) 175

日韓における家族政策と家族主義の再編：労働市場と性別分業の視点から



市場化／家族主義化と新たな性別分業
⽛失われた 10 年⽜を経て 2000 年代に入ると、高齢化の進展にともなう

社会保障給付費の増加と現役世代の負担増とが結びつけられ、高齢者へ
の配分抑制と子育て家庭への支援重点化が強調されるようになる6。こ
の時期、1990 年代のケアサービス拡充の流れが、家族主義化をともない
つつケアの市場化へと大きく動くとともに、両立支援が本格化し、性別
分業が新たなかたちで再編された。

まず、1990 年代末から進められてきた社会福祉基礎構造改革のもと、
⽛措置から契約へ⽜と呼ばれる制度転換がなされ、市場原理の導入とサー
ビス提供主体の規制緩和が進んだ。2000 年に施行された介護保険制度
および同年に制定された社会福祉法では、これまで行政措置であった福
祉サービスの提供が、利用者とサービス提供者との自由契約方式へと変
更され、保育・介護をはじめとするケアサービス市場が急成長した7。重
要な点は、これが単なる市場拡大ではなく、国家・市場・家族という三
者間でのケア供給役割の移動という観点からは一見逆説的な、市場化と
家族主義化の同時進行をもたらした点にある。すなわち⽛措置から契約
へ⽜の移行は、これまで行政の責任のもとにあった社会福祉問題の解決
を⽛市場での選択⽜に委ねることで、個別事業者と消費者との間の問題
へと⽛私的個別問題化⽜するものであった（浅井 1999）。さらにこの私的
個別問題化は、従来⽛公⽜的問題だったケアを⽛家族の⽜問題へと変換
するものでもあった。たとえば、2003 年の子育て関連二法および 2006
年の改正教育基本法改正では、子どもを養育する親の⽛第一義的責任⽜

6 2004 年に策定された⽛子ども・子育て応援プラン⽜では、⽛社会保障給付に大きな
比重を占める高齢者関係給付を見直し、これを支える若い世代及び将来世代の負担
増を抑える⽜ことが重要であることが謳われた（厚生労働省 2004：19）。こうした
方針を反映した具体的な施策として、年金改革（2004 年）における保険料引上げお
よび給与水準引下げや介護保険法改正（2007 年）における高齢者給付・サービス抑
制と、少子化社会対策基本法・次世代育成支援対策推進法制定（2003 年）、子ども・
子育て応援プラン（2004 年）、⽛子供と家族を応援する日本⽜重点戦略（2007 年）に
おける子育て支援策の拡充が挙げられる。

7 この時期、ケアサービス提供主体に占める民間の比率は一貫して高まり、保育所
については、2007 年に公立保育所と私立保育所の割合が逆転し（厚生労働省
2008a）、2008 年には介護サービス提供主体に占める公共と民間の割合は 1.2％、
98.8％となった（厚生労働省 2008b）。
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が盛り込まれ、家族責任が強調された（広井 2012：64）。また 2005 年の
介護保険法改正では、居宅サービスの増加の一方で生活援助が抑制され
るなど、家族介護を前提とした在宅福祉が進められ、⽛介護の再家族化⽜
が促進された（藤崎 2013：615-6）。他方、こうした市場化／家族主義化
をともなうケアサービス拡充期には、⽛仕事と家庭の両立⽜を謳う両立支
援策も本格化する。育児・介護休業法は二度の改正がなされ、時間外労
働の制限、短時間勤務措置となる児童対象年齢の引き上げ、有期雇用労
働者への適用拡大など、従来の例外的措置を大きく超える改革がなされ
た。

こうした家族政策は、社会福祉分野で単独で生じたわけではない。経
済構造改革における新たな雇用創出・雇用流動化策のもとで、ケアサー
ビス拡充と両立支援策とが重要な位置づけを与えられたことが指摘でき
る。小泉政権下の経済諮問会議⽛サービス部門における雇用拡大を戦略
とする経済の活性化に関する専門調査会緊急報告⽜（2001 年）では、雇用
流動化と雇用創出による⽛雇用創出型の構造改革⽜のひとつとして、子
育て・高齢者ケアサービス分野が挙げられた（内閣府 2001）。つまり、市
場を通じたケアサービスの拡充は、それ自体、ケアサービス産業の活性
化およびそれを通じた雇用創出に不可欠であった。また、2000 年代に三
度改正された労働者派遣法では、2006 年に産休育休および介護休業取得
に際して医療関係業務への派遣が解禁され、この時期拡大した両立支援
策との接続がなされた。ここでの両立支援策と雇用柔軟化策との接続
は、一方では、育児や介護を理由に労働市場を一時的に離れ（あるいは
短時間のみ労働に従事し）、家庭内でケアに従事することをより多くの
─ただし⽛主たる稼ぎ手⽜ではない─労働者に可能とするものであ
り、他方ではその⽛代替⽜としての派遣労働を可能とするものといえ、
ケアの従事者とその代替要員とを同時に⽛柔軟な労働力⽜として制度化
する過程であった。

こうして本格化した両立支援策は、領域横断的な性別分業を再編する
役割を果たした。2007 年の⽛子供と家庭を応援する日本⽜重点戦略では、
家族政策（少子化社会対策）として⽛就労と出産・子育ての二者択一構
造の解消⽜が掲げられ、⽛親の就労と子どもの育成の両立⽜と⽛家庭にお
ける子育て⽜を⽛車の両輪⽜として同時並行的に進めることが謳われた

（厚生労働省 2007：2）。ここで仕事か家庭かの二者択一を迫られていた
親とはすなわち女性であり、両立の前提となる就労の形態は⽛働き方の
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見直し⽜を通じた⽛柔軟な／多様な働き方⽜であった。したがってこの
時期の家族政策は、女性に対し、一方では拡大／市場化されたケアサー
ビスの利用と、他方では仕事と家庭とを両立する柔軟な労働力としての
労働市場への参加を要請することで、⽛男は仕事、女は家庭⽜という従来
型の性別分業を⽛男は仕事、女は仕事と家庭⽜という新たな性別分業へ
と変換するものであったといえる。

両立支援策を通じた性別分業の強化
2010 年代は、生活保護バッシングといわれる報道が話題となり、戦後

最大となる生活保護基準の引き下げがなされた時期である。家族政策で
は、2010 年を前後する民主党政権期に一時的に脱家族化路線8 が浮上し
たもののその後見直され、2000 年代の路線へと回帰した。第一に、ケア
サービス拡充についてはケアの市場化／家族主義化が引き継がれ、第二
に、両立支援・就労支援ではより女性に焦点化した施策が推進されたこ
とで新たな性別分業が強化された。

第一に、ケアの領域の⽛私⽜的問題化とそれへの⽛支援⽜の拡大とい
う点で、2000 年代における市場化と家族主義化路線が強化された9。民
主党政権下の 2012 年に成立した子ども・子育て関連三法は、その後大幅

8 民主党政権期の⽛子ども・子育て新ビジョン⽜（2010 年）のもとでの⽛子育ての社
会化⽜路線とその後の縮小については澤田（2016）、平川（2022）などを参照。ただ
し、民主党政権で構想された制度は、家族主義強化は志向していなかったが、子ど
も・子育て関連三法に見られるように、基本的にはケアの市場化路線を継承してい
たと考えられる（広井 2021）。

9 この時期の家族政策では、ケアの⽛私⽜的問題化＝市場化／家族主義化だけでな
く、少子化要因の⽛私⽜的問題化、すなわち少子化要因を出会いの少なさや結婚忌
避、妊娠・出産に関する知識不足や不妊などの⽛私⽜的問題に求める傾向が顕在化
した。2013 年の⽛少子化危機突破のための緊急対策⽜では、保育サービスの拡充と
両立支援という従来の二本柱に加え、新たな柱として⽛結婚・妊娠・出産支援⽜が
打ち出された。2015 年の⽛少子化対策大綱⽜では副題に⽛結婚、妊娠、子供・子育
てに温かい社会の実現をめざして⽜が掲げられ、地方自治体など行政による婚活支
援、不妊治療支援などが増加した。こうした流れは、家族主義として国家・市場・
家族間の、あるいは家庭内のケア役割の変化に焦点を当てる本稿の問題意識からは
やや外れるため今回分析対象外としたが、公的／私的問題の境界変更の政治という
点から今後より総体的に家族政策を分析するうえで重要な観点となると思われる

（井上 2025）。
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な修正を経て第二次安倍政権下の 2015 年に子ども・子育て支援新制度
としてスタートした。ここでは 2000 年代の⽛措置から契約へ⽜の流れが
保育領域にも拡大し、保育費用補助方式が措置制度のもとでの施設補助
から契約制度のもとでの利用者補助へと変更され、保育サービス供給主
体の多様化が進んだ（駒村 2008）。同様に高齢者分野でも 2014 年に介護
保険法が改正され、公的な給付範囲の縮小にともなうサービス利用の抑
制とサービスの効率化・多様化が進んだ（森 2016）。こうしたなかで強
化されたのがケアに対する家族責任である。2016 年の児童福祉法改正
では子どもが親に⽛適切に養育される権利⽜と、子どもを育成する親の

⽛第一義的責任⽜が新たに規定された。改正児童福祉法のもとで 2019 年
に実現した幼児教育・保育無償化では、民主党政権期における子どもの
教育の公的保障という枠組みが大きく変更され、⽛本来親が支払うべき
もの⽜に対する⽛社会的支援⽜へと位置づけ直された（広井 2021）。

第二に、雇用創出・雇用流動化策において明示的に女性が対象化され、
家族政策と接続されることで、領域横断的な性別分業が強化された。ま
ず、保育・介護などのケアサービス市場の拡大は、2000 年代の雇用創出・
雇用流動化策から女性の労働力化策へと比重を移した。たとえば保育・
介護・医療サービスは、安倍政権期の⽛日本再興戦略⽜（2013 年）におい
て雇用機会の提供を行う新たな日本経済の成長エンジンとして市場化推
進方針が明記された（内閣府 2013：3-10）。ここでは、男性稼ぎ手⽛外⽜
の柔軟な労働力化の方針として⽛若者・女性・高齢者等の活躍の機会拡
大⽜と⽛雇用維持型から労働移動支援型への政策転換⽜が掲げられたが、
そのための⽛手段⽜として⽛保育の充実等⽜が示されるなど、とくに女
性の労働力化が重視された10。

また、2015 年の⽛一億総活躍社会⽜のもとでは、⽛女性活躍⽜として女
性に焦点化した施策と、男性稼ぎ手⽛外⽜の柔軟な／多様な働き方を推
進する⽛働き方改革⽜によって女性の柔軟な労働力化が進められた。同
年の女性活躍推進法では、女性が働きやすい環境整備のため⽛家庭生活
との両立が可能な職業生活⽜の支援策として柔軟な雇用形態や職種転換
が促された（厚生労働省 2015）。さらに 2018 年の働き方改革では、労働

10 こうした女性政策はいずれも女性の労働供給増を通じた経済成長戦略として位
置づけられ、社会政策やジェンダー平等施策ではないことが政府によっても繰り返
し語られてきた（堀江 2017）。
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時間規制の適用緩和・除外、フレックスタイム制の上限延長が進んだ。
これらはいずれも実質的に女性を対象とした労働市場の柔軟化であり、
労働市場の二重構造のもとでのジェンダー不平等化を促進するもので
あった（清山 2015）。

そのもとで展開されたのが、ケアサービスの利用と、これまでケアを
担ってきた家族＝女性の就労促進との制度的な接合である。2015 年の
子ども・子育て支援新制度では、保育利用要件が⽛保育に欠ける⽜から

⽛保育の必要性⽜へと変更され、必要性の認定基準が養育者の就労従事時
間等にしたがって点数化された。こうした保育利用要件の変化は、養育
者の就労による保育認定の厳格化として指摘される（澤田 2016）が、そ
こで就労を求められる養育者とは妊娠・出産・育児で一時的に労働市場
を離れる女性であり、ここにおいて保育サービスの利用と女性の就労と
の接続が制度化されることとなる。

小括
1990 年代の家族政策が、家族＝女性ケアを前提とした⽛支援⽜を軸に、

家族主義および従来型の性別分業を維持したのに対し、2000 年代以降の
家族政策は、（家族責任のもとに市場化された）ケアサービスの拡充と就
労をつなぐことで、性別分業を新たなかたちへと再編した。その背景と
して、労働市場の再編による二重構造のジェンダー化が指摘できる。
1990 年から 2019 年にかけての労働者数は、男性が 2,925 万人から 3,295
万人へと 370 万人増加したのに対し、女性は 1,765 万人から 2,734 万人
と 969 万人増加した（労働政策研究・研修機構 2025）。このうち男性正
規労働者は 2,438 万人から 2,352 万人とほぼ横ばい、女性正規労働者も
1,050 万人から 1,168 万人と 110 万人の増加にとどまったのに対し、女性
非正規労働者は 646 万人から 1,481 万人と 835 万人増加した。つまり
1990 年代から 2010 年代にかけて⽛社会進出⽜した女性のうち、実に
88.3％は非正規雇用労働者であり、この間、労働市場の二重構造はジェ
ンダーを反映して深化してきたといえる。

こうしたなか、ケアサービスの拡充と両立支援策という家族政策の二
本柱は、柔軟な雇用創出の場かつ新たな労働力を送り出すポンプとして
の役割を果たした。家族政策は、男性（および⽛男性化⽜して働く一部
の女性）を男性稼ぎ手モデルにとどめたまま、女性に対する⽛（柔軟な）
仕事と家庭の両立⽜という新たな性別分業を促進した。その結果、女性
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の分断は⽛仕事か家庭か⽜から⽛仕事か両立か⽜へと移行し、このうち
両立層は、市場化されたケアサービスの利用を通じて⽛柔軟に⽜働きつ
つ、同時に家庭内でのケアも引き受けることとなった。

（⚒）韓国

1990 年代から 2010 年代の韓国の家族政策は、大きく三つの時期に分
けられる。第一は、アジア通貨危機後の社会保障改革で注目された金大
中政権期（1998～2003）である。家族政策は限定的であったが、この時
期に形成された社会政策と経済政策との新たな関係が後の家族政策の展
開にも大きな影響を及ぼした。第二は、家族政策が本格化した時期であ
り、⽛社会的投資⽜理念のもと、女性の社会進出を謳い保育サービス拡充
を進めた廬武鉉政権期（2003～2008）である。第三は、10 年ぶりの保守
政権となった李明博政権期（2008～2013）およびそれを引き継いだ朴槿
恵政権期（2013～2017）であり、女性中心施策から総合的家族政策への
パラダイム転換によって特徴づけられる。

以下、各時期における国家・市場・家族および家庭内のケア役割の変
化について、その背景となる経済・労働市場政策および労働市場構造の
変化を踏まえて考察し、韓国の家族政策の特徴を導出する。分析を通じ、
従来、家族から国家・市場へのケアの外部化（脱家族化）として評価さ
れてきた⽛総合的⽜家族政策が、日本とは異なるかたちで労働市場の再
編を受けたものであり、必ずしも（規範的な意味での）ポジティブな価
値が付与されるものではないことを指摘する。

IMF 構造改革と⽛生産的福祉⽜
⽛先成長、後分配⽜とも呼ばれたように、権威主義政権下の韓国におけ

る最優先課題は経済成長であり、公的福祉は⽛権利⽜ではなく⽛恩恵⽜
であった（Peng 2011）。民主化運動の高まりを受けた 1980 年代後半か
ら 1990 年代半ばには漸進的な福祉拡充が見られたものの、従来の制度
枠組みを受け継いだ残余的福祉という性格は維持された（井上 2020）。
転機はアジア通貨危機後、初の選挙による政権交代を経て成立した金大
中政権期に訪れる。注目を集めたのは、所得保障制度を中心とする社会
保障制度の近代化・体系化であり、医療・年金・失業・産業災害保険か
らなる四大社会保険の皆保険化と、最低生活を保障する公的扶助制度の

北研 61 (2・48) 180

論 説

北研 61 (2・49) 181

日韓における家族政策と家族主義の再編：労働市場と性別分業の視点から



確立に特徴づけられる。改革後には⽛韓国福祉国家性格論争⽜（김
2002＝2006）が生じるなど、韓国が福祉レジーム論の俎上に載せられる
ようになった。

では、通貨危機が実体経済の危機へと波及し、IMF 管理下で緊縮財政
と構造改革とが求められていた時期に、社会保障の大幅な拡充はどのよ
うに可能となったのか。この問いに対する答えは、社会政策と経済政策
との関係変化から説明される。まず、この時期の社会政策は─金大中
政権の⽛生産的福祉⽜という国政理念に端的に示されるように─労働
力の脱商品化と再商品化を同時に進めたという点で、⽛福祉国家の⽝形成⽞
と⽝再編⽞の同時経験⽜（金 2008）とも評された。それはまた、IMF 指導
下での構造改革およびその結果としての社会経済環境の変化に規定され
たものでもあった。たとえば公的扶助制度については、IMF 指導にもと
づく整理解雇制の導入と大量失業を背景に、生計給付申請に際しての⽛自
活事業⽜への参加が義務づけられるなどワークフェアの導入が見られた

（윤 2008）。また皆保険化が達成された国民年金制度については、構造
改革における金融・資本の自由化を受け、国民年金基金を機関投資家と
する株式市場での運用・直接投資という、世界に類を見ない金融市場の
安定化策が導入された（井上 2019）。これらの社会政策はいずれも経済
合理性を持つという点でまさに⽛生産的福祉⽜といえ、⽛先成長、後福祉⽜
のもとで残余的なものにとどまった権威主義政権下の社会政策とも、福
祉国家において⽛古い社会的リスク⽜に対応する従来型の社会保障とも、
その性質を異にするものであった。

他方、危機にともなって失業と貧困が顕在化したこの時期には、所得
保障制度の整備が優先され、家族支援を含む社会サービスの拡充はほと
んど着手されなかった。1998 年に新設された女性特別委員会11 のもと
では⽛第一次女性政策基本計画（1998～2003）⽜が発表され、2001 年に母
性保護関連⚓法（勤労基準法、男女雇用平等法、雇用保険法）が改正さ
れたが、改正内容は産休期間の延長や育休取得給付金制度の新設など基

11 2001 年には女性政策を企画・総合する行政部署として女性部に改編され、廬武鉉
政権期の 2004 年には保育業務が保健福祉部から女性部へと移され、2005 年には女
性家族部へと名称変更した。李明博政権期の 2008 年には女性部、2010 年にふたた
び女性家族部へと名称変更するとともに保育業務が再度保健福祉部に戻るなど、政
権によって名称および所管業務が変化している。
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本的な制度整備にとどまった。さらにこうした制度は実際の利用拡大に
はつながらず、育休制度利用者は政府予測⚒万人に対し、2002 年時点で
女性労働者 2500 名（男性 50 名）であった（金 2003：124）。同様に、1999
年に所得階層別の保育料支援が開始されたが、2002 年の公的保育所はわ
ずか⚖％と、そもそも公的保育施設自体がほとんど存在しない状態で
あった（Lee 2017）。また、最低生活保障として脚光を浴びた公的扶助制
度についても、保障の基本単位は個人ではなく家族であり、家族の扶養
義務規定が明記されていた（金 2003：126）。すなわち、この時期の韓国
において福祉の受給は形式的には⽛権利⽜として制度化されたとはいえ、
家族によるケアが大前提であり、実質的に機能する以前の段階であった。

1990 年代の韓国の社会政策は、従来の家族主義を温存しつつ、生産性
を向上させ経済成長に寄与するものと位置づけられることで、制度の大
幅な拡充を成し遂げた。この時期に形成された経済政策と社会政策の関
係は、2000 年代以降の家族政策の展開に大きな影響を及ぼすことにな
る。

ケア市場の全面化とサービス産業育成策
経済の⽛V 字型回復⽜を経た 2000 年代初頭には、再度の経済停滞と少

子高齢化、若年失業や格差拡大が新たな政治課題として浮上した。進歩
派として金大中政権を引き継いだ廬武鉉政権は、発足当初の国政課題に

⽛低出産・高齢社会対応策の整備⽜を、政権後半期の政策理念に⽛社会的
投資⽜を掲げ、⽛国家新成長戦略⽜として女性の社会進出と保育政策の強
化・拡充を打ち出した。代表的な施策として、2005 年の低出産・高齢社
会基本法制定やそのもとでの⽛第一次低出産・高齢社会基本計画

（2006～2010）⽜策定、2007 年の⽛家族親和な環境形成と促進に関する法
律⽜の制定や男女雇用平等法の⽛男女雇用平等及び仕事・家庭の両立支
援に関する法律⽜への改名、2008 年の老人長期療養制度の施行が挙げら
れる。

この時期の特徴は、従来型の家族主義の維持と、その一方での全面的
なケアの市場化にある。ただし、2000 年代の日本のケアの市場化で見ら
れたような家族責任の強化や、⽛男は仕事、女は仕事と家庭⽜という新た
な性別分業の再編はいずれも見られなかった。その背景として、社会福
祉問題を⽛公⽜的領域から⽛私⽜的領域へと移すような行政の役割や公
的制度がそもそも無かったこと、また女性の社会進出を謳いながらも、
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新たな性別分業を促進するような両立支援策がほとんど展開しなかった
ことが挙げられる。2004 年の幼児教育法・保育法改正では、日本のよう
に保育所利用要件に養育者の就労が課されず、保育サービスは専業主婦
世帯も含む⽛すべての子ども⽜に開かれた。他方で、もともと貧困層向
けであった公的保育所は数も立地も限定されており、新たに増加した保
育サービス提供主体の大半は民間事業者であったために、公的保育所の
割合は 2002 年の⚖％から 2008 年の⚕％へと減少した（Chon 2012）。ま
た、2008 年には日本の介護保険制度にあたる老人長期療養保険制度が創
設されたが、施設・居宅問わずすべてのサービス提供主体に制限がなく、
営利企業を含む民間中心のサービス供給体制となった（최 2018）。さら
に高齢者ケアにおいては家族による介護が⽛同居家族療養保護士⽜とし
て制度化され、同居家族を介護サービス事業者へと変換するかたちで、
家族によるケアを内部化したケア市場が創出された（森川・金 2020）。

この時期の家族政策が、公的なケア供給の拡大をともなわない全面的
なケアの市場化となった背景として、⽛社会的投資⽜のもとでの福祉拡充
が─金大中政権期の⽛生産的福祉⽜と同様に─国家発展の文脈に位
置づけられたことが挙げられる。なかでもケアサービスをはじめとする
社会サービスはほぼ未着手の領域であり、サービス産業の活性化とそれ
を通じた雇用創出は、新たな経済成長のけん引役となった。財政経済部
が発表した 2004 年の⽛サービス産業競争力強化方針⽜では、サービス分
野の低生産性と非効率性を改善する経済成長動力として公共サービスの
市場化方針が示された（KDI 경제정책 시계열서비스 2004）。2006 年に
は、保育・介護・保健などの社会サービスの供給拡充を通じて、⽛ケアか
ら女性を解放⽜し、⽛非経済人口を経済人口に移動⽜させる雇用創出策と
して⽛サービス産業競争力強化総合対策⽜が発表された（매일노동뉴스
2006）。

こうした雇用創出策は、新たな労働力の呼び込みや雇用流動化策と連
動した。まず、廬武鉉政権は従来の移民政策が大きく転換し、サービス
産業においても移民の労働力化がはかられた。この時期、雇用許可制

（2003 年）、在外同胞に対する訪問就業制（2007 年）が導入され、製造業、
サービス業をはじめとする外国人労働者の受け入れが進んだ（국토연구
원 2023）。とくに訪問就業制では、朝鮮族と結婚移民についてはケア
サービス産業での従事が可能となり、老人長期療養保険制度において移
民労働者が増加する土台となった（小川 2019：245-6）。さらに 2006 年

北研 61 (2・52) 184

論 説

北研 61 (2・53) 185

日韓における家族政策と家族主義の再編：労働市場と性別分業の視点から



に制定された非正規労働者保護関連法では、導入が検討されていた非正
規労働者の採用規制が見送られるとともに、派遣対象業務が 26 業務か
ら 32 業務に拡大されるなど、雇用柔軟化が進んだ（労働政策研究・研修
機構 2022：11）。

2000 年代の家族政策は、経済合理的福祉という金大中政権期の枠組み
を新たな領域へと拡げる経済政策といえ、それゆえに財界も含めた幅広
いアクターからの合意を調達した。その後の家族政策の基盤となる低出
産高齢化社会基本法が、制定目的に⽛国家の競争力を高め、国民の生活
の質向上と国家の持続的な発展に貢献すること⽜（第⚑条）を掲げたのは
その象徴でもあった。他方、失業や非正規問題、少子化に対応する社会
政策としての側面が強調されつつも公的支出は抑制されたために、⽛社
会的投資⽜に本来求められる貧困や格差の縮小は進まず、家族＝女性に
よるケアは暗黙の前提として残された12。

⽛総合的⽜家族政策とジェンダー平等施策
10 年ぶりの保守政権となった李明博政権および朴槿恵政権の家族政

策は、福祉縮小に転じるのではないかという当初の予想を裏切り、これ
までの路線をさらに強化した13。廬武鉉政権期の家族政策が保育中心の
ケアサービス拡充であったのに対し、この時期には─総合的アプロー
チと呼ばれたように─ケア費用支援から多文化家族支援、若年層への
就労支援、教育費支援から新婚夫婦への住宅ローン支援にいたるまで多
様な施策が展開した。代表的なものとして、両政権期における⽛第二次

12 Peng（2011）は、日本、韓国、カナダ、オーストラリアの社会的投資政策を比較
分析し、日韓では社会的投資が開発的で所得保障が不十分だったために、他の二カ
国のように人的資本への投資を通じた貧困や格差縮小が見られなかったと指摘す
る。また、2005 年に女性家族部が少子化対策として掲げた父親の産休の有給化お
よび育休の取得は、経済界の反発を受けて実現しなかった（春木 2008：95）。両立
支援策として導入された労働時間短縮制度についても、事業主に使用可否の裁量が
あり、所得減少分に対する補償もないために実質的な利用が進まなかった（裵
2012：38）。

13 金大中・廬武鉉政権の 10 年間を普遍主義的福祉の拡大と見る立場からは、李明
博・朴槿恵政権の福祉政策として、民間医療保険の飛躍的拡大など市場中心主義が
指摘されるが、本稿では、いずれも経済合理的という点で共通性を重視する立場に
立つ。
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／第三次低出産・高齢社会基本計画⽜のほか、⽛能動的福祉⽜を掲げた李
明博政権期の⽛アイサラン（子ども愛）プラン⽜やそのもとでの保育料
支援、⽛オーダーメイド型福祉⽜を掲げた朴槿恵政権期の（年齢や性別、
属性に応じた）就労支援策や男女雇用平等法改正などが挙げられる。

この時期の家族政策は、教育費や住宅費を含む広い意味でのケア費用
支援の拡充と、若年層から移民まで幅広い層を対象とする就労支援とに
大別される。このうちケア費用支援の拡充は、本来、家族によるケアを
支援するという点で家族主義化を進めるが、ここでは同時にケアの市場
化路線を強化するものとなった。2009 年にはアイサランプランのもと
で保育バウチャー（クーポン）制度が導入され、所得下位 50％への保育
料支援が開始された。保育バウチャー制度とは、従来政府からの補助金
として保育所に支給してきた保育料を電子クーポンとして養育者に支給
し、養育者が保育所に納付する方式に変更するものである。日本におけ
る⽛措置から契約へ⽜、あるいは保育料の施設補助方式から利用者補助方
式への変更と同様に、ケアを⽛私⽜的問題としつつそれを支援するもの
といえ、それを通じて保育市場におけるサービス利用の拡大に寄与した。
以後、保育料支援は段階的に拡大し、朴槿恵政権下の 2013 年に⚐～⚕歳
児への完全無償化と家庭での養育手当が開始された。

こうしたケアの市場化の背景として、社会サービス産業における雇用
創出への期待が従来以上に高まったことが指摘できる。保健福祉部によ
る 2010 年の⽛社会サービス育成及び先進化案⽜では、過去⚕年間で成長
率・雇用創出率が最も高い社会サービス⚕大分野として、介護・ケア・
保育・長期療養・地域社会サービスが挙げられ、バウチャー適用対象事
業拡大を通じた市場形成促進、企業化を通じた市場競争力の拡充などの
目標が掲げられた（보건복지부 2010）。また 2013 年の⽛高付加価値社会
サービス雇用創出方法⽜でも、社会サービス産業が福祉需要の増加にと
もなう有望雇用創出分野と位置づけられ、創業・投資支援、新規参入規
制の緩和、バウチャーなど利用者支援方式への転換を通じた市場拡大策
が提示された（뉴스와이어 2013）。こうした雇用創出の流れは、教育・
住宅を含む新たなサービス分野へも波及した。2011 年の⽛第二次低出
産・高齢社会基本計画⽜では、教育・住宅市場での需要低下と内需市場
の収縮への対応として教育市場の拡大および住宅建設の増加を通じた雇
用創出の必要性が謳われ、その一環として少子高齢化策である教育費支
援と住宅ローン支援の拡大が位置づけられた（대한민국 정부 2011：14）。
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一連の施策を通じ、保健社会サービス分野の就業者数は、2000 年代から
2010 年代を通じて他の産業には見られない規模で増加し、なかでも非正
規職の増加は全産業中最大となった（한국비정규노동센터 2021：2）。

他方、この時期ならではの特徴であり、かつ日本との違いでもあるの
が、⽛家族像の見直し⽜を通じた総合的アプローチとして、またジェンダー
平等施策としても進められた就労支援策である。2011 年の⽛第二次低出
産・高齢社会基本計画⽜では、家族政策の主たる対象が低所得者世帯か
ら共働き・50 代以上の世帯へと拡大し、女性、外国人、高齢者など潜在
的人材資源の競争力強化や柔軟な雇用促進が掲げられた（대한민국 정
부 2011：24-25）。さらに 2016 年の⽛第三次低出産・高齢社会基本計画⽜
では、とくに若年層の雇用活性化や多文化家族への就労支援・語学教育
支援が強調された（대한민국 정부 2016：194-199）。

なぜ、就労支援が日本のように女性に対する両立支援ではなく、より
幅広い層を対象とした施策へと向かったのか。その要因として、韓国の
労働市場再編が、日本とは異なって男性稼ぎ手の雇用をも破壊するかた
ちで進んだことが指摘できる。とくにアジア通貨危機後の再構造調整で
は、正規職、非正規職、男性、女性を含むすべての労働者が対象となり、
男性の不安定化と若年層のジェンダー格差の縮小が生じた（笹野 2023：
121）14。2000 年代初頭から 2010 年代末にかけての非正規雇用労働者の
全体割合は、日韓ともに⚓～⚔割で推移しているが、男女別で見ると日
本が男性⚒割に対し女性⚕割強とジェンダー差が大きいのに対し、韓国
は男性⚔割に対し女性⚕割強と、男性非正規率が高くジェンダー差が小
さい15。また、全体失業率は廬武鉉政権が発足した 2003 年以来⚓％台で

14 こうした事実は、韓国においてジェンダーギャップそれ自体が小さいことを意味
するわけではない。男女の賃金格差で見ると、日本は OECD 平均の⚒倍の格差で
⚔位、韓国は⚑位である（OECD n.d.-a）。他方で、日本のジェンダーギャップの要
因が主にジェンダー化された労働市場の二重構造、すなわちジェンダーを反映した
正規／非正規の分断から説明されるのに対し、韓国のそれは男女間の職種分離およ
び女性の経歴断絶から説明される（安 2018；笹野 2023）。

15 韓国は 2000 年代以降の公式統計しかなくそれ以前との比較ができないが、2000
年代から 2010 年代にかけての男女別非正規雇用割合を廬武鉉～朴槿恵政権発足年
である 2003 年、2008 年、2013 年で確認すると、男性が 37.6％→ 40.7％→ 39.2％、
女性 54.1％→ 55.8％→ 53.8％で推移している（한국노동연구원 2020：11-12）。な
お、同時期の日本の非正規雇用割合は男性 15.6％→ 19.2％→ 21.1％、女性 50.6％
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推移しているが、このうち若年失業率（20～29 歳）は 2003 年から 2013
年まで⚗％台、2014 年から 2018 年にかけて⚙％台ときわめて高い（통
계청 n.d.-a）16。すなわち、韓国の家族政策における⽛総合的アプローチ⽜
とは、雇用創出と雇用流動化の対象に、日本では保護されてきた男性稼
ぎ手をはじめとする多様な層を巻き込むものであった。この観点に立つ
と、多文化家族支援も労働市場政策の一環といえ、廬武鉉政権期以来の
外国人労働者政策によって急増した結婚移民や外国人労働者を安定的・
継続的に統合する施策といえた。就労可能ビザの規模は 2011 年から
2019 年にかけて 22 万人から 45 万人と倍増し、そのうちケアサービス産
業への従事者が多い朝鮮族および結婚移民は⚖万 7000 人から 24 万人へ
と⚓倍以上に増加した（국토연구원 2023）。

他方、いわゆる両立支援策では、現にある家庭内性別分業の緩和・解
消や、あるいは日本のように新たな性別分業への再編へとつながる動き
のいずれも見られなかった。2008 年には経歴中断女性等の経済活動促
進法が制定され、2011 年には育児休業給付金が月 50 万ウォン（約⚕万
円）の定額制から賃金代替率 40％の定率制（上限 100 万ウォン（約 10 万
円））へ、さらに 2017 年には 80％（上限 150 万ウォン（約 15 万円））へ
と引き上げられた。しかし、義務化の範囲が限定され中小企業での制度
利用が難しいなど、実効性が高いとはいいがたい状況にあった（金
2023）。ケアサービス利用と就労との接続もなされておらず、韓国は
OECD 諸国の中で唯一、母親の就業率（33.2％）が保育所利用率（35.4％）
を下回ってきた（대한민국 정부 2016：21）。

この背景として、韓国では日本以上に長時間労働慣行が根強く残って
いたことが挙げられる。この時期の韓国においては、週の労働時間上限
が 68 時間（法定労働 40 時間、時間外労働 12 時間、休日労働 16 時間）
と、同様に長時間労働で知られる日本に比してもはるかに長かった17。
男性は正規と非正規のいずれも長時間労働に従事し、働く女性も同様で

→ 53.6％→ 55.8％である（労働政策研究・研修機構 2025）。
16 同時期の日本では全体失業率が同程度の⚓％台のときに若年失業率⚔～⚖％台
と、その差はより小さい（労働政策・研修機構 2024）。

17 文在寅政権下 2018 年の改正勤労基準法によって、従業員 300 人以上の事業所を
対象に、週の労働時間上限 52 時間（法定労働 40 時間、時間外・休日労働 12 時間）
へと変更された。なお、日本は法定週 40 時間、時間外労働の上限は月 45 時間であ
る。

北研 61 (2・56) 188

論 説

北研 61 (2・57) 189

日韓における家族政策と家族主義の再編：労働市場と性別分業の視点から



あった。その結果、仕事とケアとの両立は困難を極め、従来型の⽛仕事
か家庭か⽜の二者択一が維持された18。

小括
アジア通貨危機後の韓国の社会保障拡充は、従来の残余的であった福

祉が⽛生産的福祉⽜として経済成長政策としての役割を獲得した転機で
あった。このとき形成された経済合理的な福祉の拡充路線は、その後政
権交代を経ても受け継がれ、2000 年代以降の家族政策へとつながること
となる。こうして展開した韓国の家族政策は、日本以上に全面的なケア
の市場化と、より⽛総合的⽜かつ⽛ジェンダー平等⽜な就労支援を特徴
とした。この背景として、第一に、公的な制度基盤が存在しない状態で、
日本と同様に社会サービス産業の拡大とそれを通じた雇用創出が期待さ
れたこと、第二に、労働市場の再編過程において男性稼ぎ手モデルが日
本のように維持されなかったことが指摘できる。

こうしたなか、家族政策は、家族＝女性によるケアという前提のもと
で、男女それぞれの内部での分断と、領域横断的な性別分業を進めた。
男性は安定就労と不安定就労とに、女性は⽛（男性化した）仕事か家庭か⽜
に分断された。幼保無償化が、韓国では家庭養育も対象とされたことは、
公共性や普遍主義的理念が反映された結果であるという以上に、性別分
業のもとで女性が分断された結果であったといえる。さらに拡大された
市場では、これまで家庭内でケアを担ってきた家族＝女性および移民女
性が、ケアサービスの提供者として労働力化された。すなわち韓国にお
いては生産領域においても再生産領域においても、日本とは異なるかた
ちで性別分業が再編されたということができる。

18 事実、韓国における女性の就業率自体は日本よりも低い一方で、正規雇用で働く
女性の割合は日本よりも高い（笹野 2023：122）。また、共働き世帯と専業主婦世帯
の割合は、2011 年から 2019 年にかけてそれぞれ 44.6％から 46.0％、55.4％から
54.0％とほぼ横ばいで、なお専業主婦世帯が過半数を占めている（裵 2021：33-34）。
こうした事実は、韓国の家族政策が、女性に対し⽛仕事も家庭も⽜要請する新たな
性別分業を課してこなかった一方で、女性内部の分断をより深めてきたことを示し
ている。

北研 61 (2・56) 188

論 説

北研 61 (2・57) 189

日韓における家族政策と家族主義の再編：労働市場と性別分業の視点から



結論

日韓において従来脆弱だった家族政策が拡充されてきたにもかかわら
ず、家族＝女性によるケアが維持されてきたとすればそれはなぜか。本
稿では、日韓の家族政策が、労働市場の再編やそれを受けた経済・労働
市場政策の変化に規定されたこと、その結果、従来とは異なるかたちで、
かつそれぞれ異なる方法で、家族主義（およびそれが内包する性別分業）
を維持・強化してきたことを指摘した。分析を通じて見えてきたのは、
家族政策が─少なくとも日韓においては─ライトナーが指摘したよ
うな脱家族化と家族主義化のふたつの機能を持つということ、さらに（こ
れは社会政策全般に通じることでもあるが）脱商品化だけでなく、労働
力を市場に戻す再商品化という機能を持つということであった。

すでに見たように、日韓における公的福祉の脆弱性と家族＝女性によ
るケアは、経済成長および男性稼ぎ手への雇用保障を通じた分配によっ
て支えられてきた。これはすなわち、残余的な福祉と開発主義的な経済
政策、家族＝女性によるケア供給と男性稼ぎ手モデルとが、それぞれコ
インの表と裏の関係を成してきたことを意味する。その点で、日韓にお
ける家族政策の拡充は、経済成長およびそれを通じた分配が成立しなく
なるなかで、社会政策が雇用創出に寄与するという点で経済合理性を獲
得した結果であり、同時に社会政策と経済政策の関係変化の結果であっ
た。日韓の家族政策において、ケアサービス供給の拡充がケアサービス
市場の拡大をともない、また両立支援・就労支援策が労働市場の再編を
推進したのは、当然の帰結でもあった。

では、家族政策は、なにをどう変えたのか。国家・市場・家族および
家庭内のケア役割の変化という観点からは、以下二点が指摘できる。第
一に、日韓ともケアの市場化の過程に家族主義化がともなった。ケア
サービスにかかわる既存の公的制度がほぼなかった韓国では、制約が無
い状態で市場化がより全面化したのに対し、既存の制度がより整ってい
た日本では、市場化を進めるうえで⽛私⽜的責任としての家族責任がよ
り強調されることになった。

第二に、労働市場の再編を受け、それぞれ異なるかたちで領域横断的
な性別分業が再編された。日本では、男性稼ぎ手モデルの維持と女性の
柔軟な労働力化というかたちで労働市場が再編されたために、両立支援
の対象は女性へと焦点化され、⽛男は仕事、女は仕事と家庭⽜という新た
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な性別分業が推進された。これに対し韓国では、男性の不安定化と女性
の正規雇用化というかたちで労働市場が再編されたために、両立支援は
進まず、⽛男は（両極化した）仕事、女は（男性化した）仕事か家庭か⽜
という一見従来型の性別分業と男女内部での分断が進んだ。いずれも領
域横断的な性別分業の再編といえるが、両者の違いは、日本では労働市
場の二重構造がそのままジェンダー格差として現れ、それが女性の⽛両
立⽜を支えているのに対し、韓国では男性稼ぎ手モデルが維持されない
一方で、家族＝女性によるケアがケアサービス市場という生産領域と家
庭という再生産領域とを横断して存在している点にある。

最後に、本稿では、家族主義や性別分業を維持・強化する制度として、
強い影響力を持つ税制および社会保障制度には踏み込むことができな
かった。今後の課題としたい。

【付記】
本稿は JSPS 科研費 20H00058 および 21K13232 の助成を受けた研究

成果の一部であり、2022 年度日本比較政治学会（第 25 回大会）における
井上睦報告⽛日韓福祉国家におけるケアの⽝社会化⽞⽜を大幅に加筆修正
したものである。
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Family Policy and
the Reconfiguration of Familialism in Japan and

South Korea:
A Gendered Division of Labor and Labor

Market Perspective

Makoto INOUE

Abstract

Japan and South Korea have long been identified as “familialist welfare
regimes,” characterized by limited public welfare provision and a heavy
reliance on families for caregiving responsibilities. In the context of post-
industrial transition, both countries have experienced a uniquely rapid
decline in fertility rates compared to other advanced economies. In
response, they have expanded family-related policies, including the
provision care services. Nevertheless, the caregiving burden remains
largely family-based, and fertility continues to decline. Why has the
expansion of family policy failed to substantially externalize or socialize
care responsibilities?

This paper addresses the question by examining the evolution of
family policy in Japan and South Korea and analyzing how—and to what
extent—their familialist frameworks have changed. It conceptualizes
family policy as part of a broader policy field shaped by both social and
economic dimensions—particularly labor market policy—and explores
how gendered divisions of labor in the workplace have influenced the
organization of caregiving within households.

In both countries, familialist care systems rely on womenʼs unpaid
labor in the household, supported by a male breadwinner model rooted in
developmentalism. Thus, changes in familialism cannot be understood
without considering transformations in labor markets and their policy
regimes. The analysis argues that recent expansions in family policy
have not dismantled familialism but rather reinforced it—albeit in
distinct forms in each country. The mechanisms underpinning this
continuity lie in the reconfiguration of labor markets and the evolving
relationship between care provision and economic policy.
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